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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方通行に規制される環状の高架軌道を走行する客車に乗客を乗せて無人運転にて輸送
を行う輸送システムであって、
　前記客車は自走用のモータと、前記乗客が所望の行先を指定する行先指定器と、該行先
指定器により指定された行先データに基づいて前記モータの駆動を制御する制御部とを備
え、前記行先指定器により指定された行先まで、前記客車の自動走行が行われ、
　前記高架軌道は、複数の乗降場が設けられると共に、該乗降場の前後に前記高架軌道を
分岐および合流させる分岐部を備えて乗降用軌道と通過用軌道とが設けられ、当該乗降場
が前記行先指定器により指定されている客車は前記乗降用軌道に進入して停車し、当該乗
降場が前記行先指定器により指定されていない客車は前記通過用軌道に進入して通過する
ことにより、乗客乗降時の客車の追い越しが可能であり、
　前記客車は、前頭部に方向舵を備えると共に、前記分岐させる分岐部の手前に設置され
た乗降場データ発信部から乗降場データを検知して、前記行先指定器により指定された行
先データとの照合を行う検知照合部とを備えて、該指定された行先データと該検知された
乗降場データとが一致する場合には、前記方向舵を乗降用軌道側に操舵し、一致しない場
合には、前記方向舵を通過用軌道側に操舵することにより、前記分岐部において、客車が
進入すべき軌道へ誘導されること
を特徴とする輸送システム。
【請求項２】
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　前記客車は、乗客の着座を検知する着座センサを備え、
　着座が検知されることにより、該客車の走行が開始されること
を特徴とする請求項１記載の輸送システム。
【請求項３】
　前記各乗降場に、客車の停車および通過を検知する客車検知センサと、
　他の乗降場との通信を行う通信手段とが設けられ、
　乗車可能な客車が存在しない乗降場が発生する場合に、前記通信手段を通じて他の乗降
場へ指令を出すことにより、当該乗降場まで客車を回送させること
を特徴とする請求項１または請求項２記載の輸送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、簡易輸送システムに関し、さらに詳細には、一方通行に規制される環状の高
架軌道を走行する客車に乗客を乗せて無人運転にて輸送を行う簡易な輸送システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　乗客の輸送を行う輸送システムの代表例として鉄道が挙げられる。鉄道は複数車両を連
結して走行することによって、大量高速輸送を可能とする反面、乗客数の増減に応じた小
まめな輸送力調整が比較的難しく、さらに、地方等の乗客の少ない地域においては、一両
編成の列車であっても、輸送力過多となり、輸送コストがかさむ一方で、収益が得られな
いという課題が生じているケースも多い。しかしながら、公共輸送機関である側面から、
簡単に路線廃止等行えないのが実情であり、簡易かつ低コストで設置可能な代替輸送シス
テムが実現されれば、上記課題の解決の一助となるものと考えられる。
【０００３】
　ここで、都市部における輸送を前提として案出された高架状の一方向周回軌道を備える
簡易な都市交通システムとして、特許文献１に記載の輸送システムがある。この輸送シス
テムでは、高架状となった一方向周回軌道１０１と、軌道１０１に沿って複数配設された
乗降駅１０２と、軌道１０１を走行する多数の単独車両１０３と、相隣り合う前単独車両
１０３ａと後単独車両１０３ｂとの車両間隔Ｄを一定距離以上又は速度対応安全距離以上
に保ちつつランダムな時間間隔にて走行させる間隔制御手段と、を備える。また、軌道１
０１は、単線部１０５と、所定の乗降駅１０２の前後にて分岐・合流する複線部１０６と
、を有し、単独車両１０３の乗客１０８がスイッチを操作して指定した乗降駅１０２に単
独車両１０３が停車するように構成することによって、都市部において、乗客数や乗客の
行先に応じてより柔軟に車両の運行ができ、かつ、建設コストを削減することができると
いうものである。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－５６２９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　とりわけ、地方においては、都市部と比較して、さらに少人数移動に適した輸送システ
ムであって、従来の輸送システムよりも一層、設置コストおよびランニングコストが低額
に抑えられた簡易な輸送システムの実現が望まれている。しかしながら、輸送システムで
ある以上、利便性が犠牲となるものであっては設置効果が減殺されることとなってしまう
。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされ、少人数の乗客輸送に関する需要がある地域・場所
において、低コストで簡易且つ短期に設置することが可能で、且つランニングコストも低
額に抑えることが可能な簡易輸送システムであって、簡易である反面、乗客の所望の行先
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まで、時刻の制約なく、いつでも利用することが可能な著しく高い利便性も兼ね備えた輸
送システムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、以下に記載するような解決手段により、前記課題を解決する。　
【０００８】
　本発明に係る輸送システムは、一方通行に規制される環状の高架軌道を走行する客車に
乗客を乗せて無人運転にて輸送を行う輸送システムであって、前記客車は自走用のモータ
と、前記乗客が所望の行先を指定する行先指定器と、該行先指定器により指定された行先
データに基づいて前記モータの駆動を制御する制御部とを備え、前記行先指定器により指
定された行先まで、前記客車の自動走行が行われることを特徴とする。
【０００９】
　また、前記高架軌道は、複数の乗降場が設けられると共に、該乗降場の前後に前記高架
軌道を分岐および合流させる分岐部を備えて乗降用軌道と通過用軌道とが設けられ、当該
乗降場が前記行先指定器により指定されている客車は前記乗降用軌道に進入して停車し、
当該乗降場が前記行先指定器により指定されていない客車は前記通過用軌道に進入して通
過することにより、乗客乗降時の客車の追い越しが可能であることを特徴とする。
【００１０】
　また、前記客車は、前頭部に方向舵を備えると共に、前記分岐させる分岐部の手前に設
置された乗降場データ発信部から乗降場データを検知して、前記行先指定器により指定さ
れた行先データとの照合を行う検知照合部とを備えて、該指定された行先データと該検知
された乗降場データとが一致する場合には、前記方向舵を乗降用軌道側に操舵し、一致し
ない場合には、前記方向舵を通過用軌道側に操舵することにより、前記分岐部において、
客車が進入すべき軌道へ誘導されることを特徴とする。
【００１１】
　また、前記客車は、乗客の着座を検知する着座センサを備え、着座が検知されることに
より、該客車の走行が開始されることを特徴とする。
【００１２】
　また、前記各乗降場に、客車の停車および通過を検知する客車検知センサと、他の乗降
場との通信を行う通信手段とが設けられ、乗車可能な客車が存在しない乗降場が発生する
場合に、前記通信手段を通じて他の乗降場へ指令を出すことにより、当該乗降場まで客車
を回送させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１によれば、高架軌道により、地上設備の大幅な簡易化が可能となると同時に、
高度の安全が確保される。また、一方通行の環状軌道とすることにより、客車の運行制御
の大幅な簡易化が可能となる。また、客車は自走可能であるため、複数の客車が個別単独
で自由に軌道を走行することが可能となる。加えて、客車の自動走行が行われることによ
り、乗務員を乗車させることなく、無人運転での輸送が実現されるため、人件費を抑制す
る効果を生じさせ、ランニングコストを抑えた簡易な輸送システムの実現が可能となる。
その結果、乗客の希望する時刻に、任意に発車させることが可能となり、少人数の乗客輸
送を高い利便性をもって実現することが可能となる。
【００１４】
　また、乗降場における乗降用軌道および通過用軌道によって、乗客の乗降が行われる客
車を、乗客の乗降が行われない客車が追い越しを行うことが可能となる。これにより、簡
易な環状軌道を採用するにもかかわらず、前方車両の停車中に、全ての後方車両が軌道上
で待たされる問題を解消することが可能となり、輸送効率の大幅な効率化が可能となる。
【００１５】
　さらに、分岐部に、軌道を切り替えるための可動部を設けることなく、軌道の分岐およ
び客車の進入軌道選択を行うことが可能となり、軌道構造の大幅な簡易化が可能となる。
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【００１６】
　請求項２によれば、乗客の着座の検知をもって、走行起動のトリガーとすることにより
、安全で確実な輸送が確保される。
【００１７】
　請求項３によれば、通信手段を通じて他の乗降場へ指令を出すことにより、乗車可能な
客車が存在しない乗降場まで客車を回送させることが可能となる。これにより、乗車待ち
時間を極力少なくすることができ、乗客の利便性を向上させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳しく説明する。図１は、本発明
に係る輸送システムの第一の実施例を示す概略図である。図２～図５は、その輸送システ
ムの高架軌道１０および客車２０の構成を説明するための概略図である。図６は、本発明
に係る輸送システムの第二の実施例を示す概略図である。なお、図面の符号に関して、符
号１２は符号１２ａ、１２ｂの総称として用いる（他の符号について同じ）。
【００１９】
　本発明に係る輸送システムは、高架軌道１０を走行する客車２０に乗客を乗せて、無人
運転にて輸送を行う簡易な乗客輸送システムである。
【００２０】
　ここで、高架軌道１０は環状に形成されると共に、走行方向を一方通行に規制すること
によって、客車２０が周回走行可能に構成される（図１参照）。なお、本実施例において
は、高架軌道１０は、懸垂式モノレール構造としたが、これに限定されるものではない（
図２参照）。
【００２１】
　高架軌道により、必要となる地上用地の面積が通常の地上軌道に比べて小さくて済むた
め、用地取得費用等を抑制することが可能となる。また、踏切が必要なく、地上設備の大
幅な簡易化が可能となる。さらに、いわゆる踏切事故が発生せず、高度の安全が確保され
る。また、一方通行の環状軌道とすることにより、客車の運行制御の大幅な簡易化が可能
となる。
【００２２】
　図２～図４に示すように、客車２０は、少人数（１人～６人程度）での使用を前提とす
る小型で簡易な構造を備える。そのような小型で簡易な構造とすることによって、製造コ
ストを抑制することができると共に、走行に必要なエネルギーが小さくて済むため、簡易
な輸送システムとすることが可能となる。
【００２３】
　図２および図３に示すように、客車２０は、電動のモータ３１により、駆動輪３２を駆
動させることにより、高架軌道２０を自走可能に構成される。したがって、従来のロープ
ウェー、ケーブルカー、ゴンドラリフト等のように客車外部に動力源を設け、ロープやケ
ーブル等を介して動力を伝達して客車を移動させる輸送システムと相違して、複数の客車
２０が個別単独で自由に軌道を走行できるという顕著な効果を奏する。なお、客車２０同
士の衝突防止の観点から、走行時に所定間隔以上の客車間距離を保つ必要があるが、一例
として、客車２０の走行開始時にモータ３１が起動されると同時に、後方に向けて音波等
の信号を発信する。後続の客車２０は、その信号を受信することにより、制御部２３によ
ってモータ３１の駆動が制御されて、前方の客車２０と所定の距離を保つように客車間間
隔が制御される。この機構により、客車２０同士の衝突が防止されて、安全な走行が可能
となる。
【００２４】
　また、客車２０は、乗客が所望の行先を指定する行先指定器２２と、その行先指定器２
２により指定された行先データに基づいてモータ３１の駆動を制御する制御部２３とを備
え、行先指定器２２により指定された行先まで、自動加速、定速走行、自動減速、停止の
制御がなされて、客車２０の自動走行が行われる。これにより、乗務員を乗車させること
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なく、無人運転での輸送が実現されるため、人件費を抑制する効果を生じさせ、ランニン
グコストを抑えた簡易な輸送システムの実現が可能となる。
【００２５】
　前記行先指定は、一人もしくは複数の乗客が、それぞれ任意に一箇所もしくは複数個所
の行先（後述する乗降場１１）を指定することが可能である。また、客車２０の使用に関
しては、メンテナンス時等の特別な場合を除いて使用時刻の制約がなく、また、発車時刻
を定める必要もないため、乗客の希望する時刻に、任意に発車させることが可能である。
これにより、少人数の乗客の輸送を高い利便性で実現することが可能となる。なお、行先
指定器２２は、一例として、行先表示画面に表示される行先（乗降場）を乗客が触れるこ
とで指定される構成が考えられる。
【００２６】
　また、客車２０は、図４に示すように、客室２１内に、座席２６を設けると共に、各座
席２６には乗客が座席２６に着座したことを検知する着座センサ２７を備える。乗客の着
座が検知されることによって、制御部２３により起動制御が行われて、乗降口２８が閉扉
され、客車２０の走行が開始される。このように、着座の検知を起動のトリガーとするこ
とにより、安全で確実な輸送が確保される。
【００２７】
　ここで、本輸送システムの利用に際して、乗車の都度、乗客から運賃を収受する運営形
態とする場合には、運賃収受機構として、客車２０内にカード式支払器２５を設ける構成
が考えられる。これは、あらかじめ乗客が購入するプリペイドカード方式による運賃収受
方法である。現金の収受が発生しないため、簡易な機器構成とすることができ、且つ現金
集金のような人為的労力が不要となるため、簡易な運営を行うことが可能となる。なお、
前記着座の検知に加えて、運賃支払の完了を起動のトリガーとしてもよい。
【００２８】
　続いて、乗降場１１に関する説明を行う。図１に示すように、高架軌道１０には、複数
の乗降場１１が設けられる。各乗降場１１の前後には、高架軌道１０を分岐および合流さ
せる分岐部１２（より詳しくは分岐させる分岐部１２ａおよび合流させる分岐部１２ｂ）
が設けられる。したがって、高架軌道１０は、各乗降場１１において、分岐部１２によっ
て乗降用軌道１３と通過用軌道１４に分岐され、またそれらが合流する構造に形成される
。そのような、乗降場１１の構成を備えることによって、ある乗降場１１が、行先指定器
２２によって乗客の行先として指定されている場合には、その客車２０は乗降用軌道１３
に進入して停車し、当該乗客の降車が可能となる。逆に、その乗降場１１が、行先指定器
２２によって乗客の行先として指定されていない場合には、その客車２０は通過用軌道１
４に進入して通過することが可能となる。すなわち、乗客の乗降が行われる客車２０に対
して、乗客の乗降が行われない客車２０が追い越しを行うことが可能となる。これにより
、簡易な環状軌道を採用するにもかかわらず、前方客車２０の停車中に、後方客車２０の
全てが軌道上で待たされるという状態を回避することが可能となり、輸送効率の大幅な効
率化が可能となる。
【００２９】
　ここで、進入すべき軌道１３もしくは１４の選択は次のように行われる。すなわち、客
車２０の前頭部に方向舵４１を設けると共に、分岐される分岐部１２ａの手前に、これか
ら進入する乗降場がどこであるのかを客車２０側に知らしめる乗降場データ発信部１５を
設置する。客車２０には乗降場データの検知を行って、客車２０内の行先指定器２２によ
り指定された行先データとの照合を行う検知照合部２４が設けられており、その行先デー
タと検知された乗降場データとが一致する場合には、方向舵４１を行先選択器２９で乗降
用軌道１３側に操舵し、一致しない場合には、方向舵４１を行先選択器２９で通過用軌道
１４側に操舵することにより、分岐部１２ａにおいて、客車を進入すべき軌道へ誘導を行
う。なお、操舵動作については、軌道１０上の所定箇所に設けられた操舵開始地点マーカ
（不図示）を、車上の検知照合部２４により検知することによって、方向舵４１による操
舵が開始される。
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【００３０】
　このような構成とすることによって、分岐部１２に、軌道を切り替えるための可動部を
設けることなく、軌道１０の分岐および客車２０の進入軌道選択を行うことが可能となる
（図５参照）。これにより、軌道構造の大幅な簡易化が可能となる。
【００３１】
　ただし、本実施例のように、懸垂式モノレール構造を採用し、且つ分岐部１２に軌道１
０を切り替えるための可動部を設けない場合には、客車２０を懸架する懸架ロッド３４が
通過するために軌道１０に設けられる懸架ロッド通過溝１９を、分岐部１２において駆動
輪３２が跨いで走行することとなるため、複数の駆動輪３２相互の垂直方向移動を規制す
る方式の採用、もしくは駆動輪３２をタイヤ状のものに代えてキャタピラ状の機構とする
方式の採用等によって、懸架ロッド通過溝１９を跨ぐことが可能となる。
【００３２】
　一例として、方向舵４１は、図５に示すように、客車２０の前頭部において、先端に案
内輪４２を備え、これを連結ロッド４３により客車２０に接続するとともに、行先指定器
２２により指定された行先データに基づいて、制御部２３により操舵が行われる構成とす
る。案内輪４２が進入すべき軌道方向に操舵されることによって、案内輪４２に連続する
連結ロッド４３および駆動輪３２が当該軌道方向に誘導されて、当該客車２０の軌道進入
が行われる仕組みである。
【００３３】
　さらに、各乗降場１１には、客車２０の停車および通過を検知する客車検知センサ１６
と、他の乗降場１１との通信を行う通信手段１７とが設けられる。これにより、乗車可能
な客車２０が存在しない乗降場１１が発生する場合に、通信手段１７を通じて他の乗降場
１１へ指令を出すことにより、当該乗降場（客車が存在しない乗降場）１１まで客車２０
を回送させることが可能となる。少人数輸送を前提とした周回軌道による単純な運行形態
であるにもかかわらず、乗車待ち時間を極力少なくすることができ、乗客の利便性を向上
させることが可能となる。なお、必要に応じて、乗降場１１の他に、予備の客車２０を停
留させておく客車基地（不図示）を設けて、当該基地より前記回送用の客車２０を送り出
す構成としてもよい。
【００３４】
　本発明に係る輸送システムの第二の実施形態として、図６に示すように、単線に構成さ
れた前記高架軌道を二本併設することにより（図中の符号９および１０）、複線構造とす
る構成が考えられる。それぞれを一方通行としつつ、相互に逆方向に走行することよって
、単線周回軌道のデメリットとして生じ得る、同一区間を往復する際に、往路もしくは帰
路のいずれか一方が遠回りとなってしまうという問題を解消することが可能となり、より
一層、乗客の利便性を向上させることが可能となる。
【００３５】
　以上の説明のように、本発明に係る輸送システムによれば、設置コストおよびランニン
グコストの何れも低コストに抑えることが可能な簡易な乗客輸送システムの実現を図るこ
とが可能となる。これにより、少人数移動の需要がある地域・場所において、とりわけ鉄
道路線、バス路線等が廃止された後の交通を担うこと等を目的とする輸送システムを低コ
ストで簡易且つ短期に設置することが可能となる。一方、簡易である反面、乗客の所望の
行先まで、時刻の制約なく、いつでも利用できるため、著しく高い利便性も兼ね備えるも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明に係る輸送システムの第一の実施例を示す概略図である。
【図２】図１の輸送システムの高架軌道および客車の構成を説明するための概略図である
。
【図３】図１の輸送システムの高架軌道および客車の構成を説明するための概略図である
。
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【図４】図１の輸送システムの高架軌道および客車の構成を説明するための概略図である
。
【図５】図１の輸送システムの高架軌道および客車の構成を説明するための概略図である
。
【図６】本発明に係る輸送システムの第二の実施例を示す概略図である。
【図７】従来の実施の形態に係る輸送システムの一例を示す概略図である。
【符号の説明】
【００３７】
　９　高架軌道（複線化増設）
　１０　高架軌道
　１１　乗降場
　１２　分岐部
　１３　乗降用軌道
　１４　通過用軌道
　１５　乗降場データ発信部
　１６　客車検知センサ
　１７　通信手段
　１９　懸架ロッド通過溝
　２０　客車
　２１　客室
　２２　行先指定器
　２３　制御部
　２４　検知照合部
　２５　カード式支払器
　２６　座席
　２７　着座センサ
　２８　乗降口
　２９　行先選択器
　３１　モータ
　３２　駆動輪
　３３　駆動チェーン
　３４　懸架ロッド
　４１　方向舵
　４２　案内輪
　４３　連結ロッド
【要約】
【課題】少人数の乗客輸送に関する需要がある地域・場所において、低コストで簡易且つ
短期に設置することが可能で、且つランニングコストも低額に抑えることが可能な簡易輸
送システムであって、簡易である反面、乗客の所望の行先まで、時刻の制約なく、いつで
も利用することが可能な著しく高い利便性も兼ね備えた輸送システムを提供する。
【解決手段】本発明に係る輸送システムは、一方通行に規制される環状の高架軌道を走行
する客車に乗客を乗せて無人運転にて輸送を行う輸送システムであって、前記客車は自走
用のモータと、前記乗客が所望の行先を指定する行先指定器と、該行先指定器により指定
された行先データに基づいて前記モータの駆動を制御する制御部とを備え、前記行先指定
器により指定された行先まで、前記客車の自動走行が行われる。
【選択図】図１
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【図３】 【図４】
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【図７】



(10) JP 4073473 B1 2008.4.9

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ６１Ｂ   3/02    　　　Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ６１Ｂ   3/02    　　　Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ６１Ｌ  27/00    　　　Ｋ          　　　　　

(56)参考文献  特開平１０－１００９０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０８９９７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２６６２８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０５６２９０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６１Ｌ　　　１／００　－　２９／３２
              Ｂ６１Ｌ　　２７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

